
.

1日8時間以上の就労を常態とする場合 50

1日7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 45

1日6時間以上7時間未満の就労を常態とする場合 40

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 35

1日8時間以上の就労を常態とする場合 40

1日7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 35

1日6時間以上7時間未満の就労を常態とする場合 30

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 25

1日8時間以上の就労を常態とする場合 30

1日7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 25

1日6時間以上7時間未満の就労を常態とする場合 20

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 15

1日8時間以上の就労を常態とする場合 50

1日7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 45

1日6時間以上7時間未満の就労を常態とする場合 40

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 35

1日8時間以上の就労を常態とする場合 40

1日7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 35

1日6時間以上7時間未満の就労を常態とする場合 30

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 25

1日8時間以上の就労を常態とする場合 30

1日7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 25

1日6時間以上7時間未満の就労を常態とする場合 20

1日4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 15

週4日以上日中週30時間以上の就労を常態とする場合 20

週3日以上日中週12時間以上の就労を常態とする場合 15

3 出産 35

入院（概ね1か月以上とし、入院予定を含む） 50

常時病臥 50

精神性疾患・感染症・特殊疾病 50

一般療養（上記以外の場合） 30

身体障害者手帳1・2級以上

精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳1・2度

身体障害者手帳3・4級、愛の手帳3度 35

上記以外の場合　 20

病院付添 入院中の親族の看護が必要な場合　 25

常時観察・介護が必要な場合 50

常時観察は必要ないものの、日常生活全般において恒常的な介護が必要な場合 35

上記以外の場合　 20

6 災害 50

7 不存在等 50

就職・事業開始に必要な公共職業能力開発施設等に通っている場合 35

就職・事業開始に必要な上記以外の学校に通学している場合 25

求職のため、日中の外出を常態とする場合 10

就労内定・開業予定の場合（指数は就労日数・時間により類型1、2の指数に準ずる）

※

8

上記以外に、児童福祉の観点から適切な保育の実施が必要であると認める特別の事情がある場合は、選考会の審査
を経て入所の承諾を行うことができる。

看護･介護

内職

在宅介護

死亡、離別、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居（要証明）の場合

出産のため、保育にあたれない場合（出産予定月の前後2か月、通算5か月以内の期間に該当）

週4日または月
16日以上就労

求職

就学・職業訓練等

類型

1

居
宅
外
就
労

疾
病
等

5

そ
の
他

火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当れない場合

50

西 東 京 市 保 育 所 入 所 選 考 基 準 指 数 表　

◎基本指数

週3日または月
12日以上就労

心身障害者

疾病･傷病

4

2

居
宅
内
就
労

　入所選考基準指数は、父・母それぞれの、保育にあたれない状況等を数値化したもので、基本指数と調整指数が
あります。

　入所児童の指数は、父・母それぞれの基本指数を合算し、該当する調整指数を加算して決定します。

基本
指数

保護者（父母）の状況（同居の親族その他の者が保育をすることができない場合）

細　　　　　　　　　　　　目

週5日または月
20日以上就労

週3日または月
12日以上就労

番
号

週5日または月
20日以上就労

週4日または月
16日以上就労

席 上 配 布 資 料 
平成25年度第２回子ども子育て審議



◎調整指数

1 ＋50

2 ＋45

3 ＋40

4         ＋3

5         ＋5

6 ＋15

7 　　　　＋5

8 　　　　－5

9 　　　　＋3

10 　　　　＋5

11 　　　　＋1

12 　　　　－2

13 　　　　＋1

14 　　　　＋2

15 　　　　－3

16 －20

17 －40

※　5・6・10、および8・12、12・15、16・17について、重複適用はしない。
※　12について、就労直後の方は窓口にお問い合わせください。
※　13で平成25年4月1日時点で就学前の児童が３名以上になる予定の方は母子手帳の写しを提出すると加点されます。
※　15は育児休業取得により対象となった者は除く

西 東 京 市 保 育 所 入 所 選 考 基 準 指 数 表　

調整指数番号

父母が不存在の場合（主たる保育者が祖父母等の場合）

ひとり親で、同居の親族・その他の人がいない場合

ひとり親で、同居の親族・その他の人がいる場合

生活保護受給世帯

条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件

申込児を認証保育所、家庭的保育事業実施施設、定期的利用保育事業実施施設（週３日又は月１２日以
上かつ１日４時間以上利用）、企業内保育室、幼稚園等に、月極めで有償で預けていることを常態として
いる場合

多胎児の児童の入所申込みの場合（転園は除く）

保護者が身体障害者手帳4級以上・精神障害者保健福祉手帳又は愛の手帳を所持し、1日4時間以上就
労している場合

申込児が調整指数番号10に該当し、西東京市認可外保育施設入所児童保護者助成金等の支給要件に
該当しない、かつ居住地から施設までの直線距離が６km以上の施設（幼稚園・幼稚園類似施設・無認可
幼児施設等を除く）に預けられていることを常態としている場合
（転居予定がある場合、転居前後いずれの居住地からも、直線距離で６km以上離れている場合）

１２ヶ月以上の保育料の滞納がある場合

６ヶ月以上１２ヶ月未満の保育料の滞納がある場合

配偶者控除対象者になっている就労者

産休明け、又は育休明け予定者（4月1日入所希望者については1～3月中の復帰者を含む）

既に保育所に入所している児童が、弟・妹の出生により母（又は父）が取得した育児休業を出生児童が１
歳半になる月を越えて取得することにより退園したのち、育休明けに再申請の場合

兄弟姉妹が２園以上に在園し、同一園への転園申込みの場合

就労・就学・開業予定の場合

直近３か月の平均勤務状況が、雇用契約等で定められた勤務の80％以下である場合

申込児の世帯に、申込児を含め、３名以上の就学前の児童がいる場合


